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あなたの自転車・バイクが狙われています。 

盗難防止のため、 

 ● 必ず鍵を掛けましょう！ 

 ● 二重ロックをしましょう！ 

 ● 路上に放置しない！ 

 ● 不審な人を見かけたら警察へ！ 

もうすぐ新入学（園）の時期です。 

保護者の方は、交通ルールについて、不慣れな子供たちに、信号の見方や 

横断歩道の渡り方などを一緒に歩いて教えてあげてください。 

 長栄交番主な扱い 

  12/11 ～ 1/10 

自転車盗・・・３件 

オートバイ盗・３件 

万引き・・・・３件 

その他窃盗・・３件 

器物損壊・・・２件 

人身事故・・１２件 

物件事故・・３０件 

令和 8 年 4 月 1 日から自転車の交通違反に 
交通反則通告制度(青切符)が導入されます 

 
対象は 16 歳以上 ※運転免許証の有無は関係ありません 

 
□ 自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。 

□ これまで「赤切符」で検挙されていた交通違反の一部が、 

 「青切符」で検挙されることとなります。 

  その場で反則金の納付書が 

 交付されます。 

引続き、 

基本的な交通ルールの遵守と 

ヘルメット着用をお願いします！ 

 

自転車への青切符の導入 
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